
 

 

 

 

 

１．基本的な考え方 

  特定健診・特定保健指導の最終目標は、メタボリックシンドローム該当者

及び予備群の減少を減らすことに他ならないが、その実現に向け、毎年、計

画的かつ着実に健診・保健指導を実施していくことが必要となる。その際、

実施後の成果の検証が必要であるが、下記のとおり、設定した目標値の設定

状況、及びその経年変化の推移等について、定期的に評価していく計画であ

る。 

 

２．具体的な評価方法 

 （１）特定健康診査・特定保健指導の実施率 

 前年度の実施率を翌年度に確認し、実施計画における目標値の達成状

況を把握する。国への実績報告と合わせて標準的・統一的な手法にて正

確に実施する。 

 （２）メタボリックシンドロームの該当者・予備群の構成割合や減少率 

    8 学会が作成したメタボリックシンドロームの基準を活用する。平成

20 年度実施分の健診結果データによる国への実績報告ファイルと平成

29 年度実施分の国への実績報告ファイルとを比較し、10 年間の減少率を

算出する。 

 （３）その他 

    特定健診・特定保健指導の実際の実施状況・結果について計画通りに

推移しているか評価する。 

 

３．評価の実施責任者 

  最終評価については、特定健康診査・特定保健指導の成果として、対象者

全体における生活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を行うものである

から、医療保険者が実施責任者となる。 

 なお、保険運営の健全化の観点から国保運営協議会において毎年進捗状況

を報告し、状況に応じて特定健康診査等実施計画を見直すこととする。 

【第６章】 特定健康診査等実施計画の 

      評価及び見直しについて 


